
平成2４年度決算 健全化判断比率(確定値)

・県内全団体が早期健全化基準未満となりました。
・実質公債費比率について、県内全団体で18％未満を達成しました。 ＊18%以上は起債時に県知事の許可が必要

和歌山市 77,113,956 11.25% － － 16.25% － － 11.5% 11.6% 137.0% 148.3%

海南市 14,035,695 12.85% － － 17.85% － － 13.4% 13.9% 127.2% 131.1%

橋本市 15,418,442 12.75% － － 17.75% － － 12.1% 12.5% 156.6% 161.4%

有田市 7,534,133 13.88% － － 18.88% － － 14.2% 15.3% 48.7% 61.8%

御坊市 6,788,907 14.12% － － 19.12% － － 12.1% 13.3% 89.9% 116.2%

田辺市 24,369,353 12.13% － － 17.13% － － 12.1% 14.2% 50.6% 65.4%

新宮市 9,267,501 13.47% － － 18.47% － － 12.5% 12.6% 117.3% 86.4%

紀の川市 18,166,279 12.58% － － 17.58% － － 11.7% 11.3% 55.0% 44.3%

岩出市 9,106,146 13.50% － － 18.50% － － 5.3% 6.8% － 7.0%

紀美野町 4,834,160 15.00% － － 20.00% － － 13.2% 14.5% 141.3% 148.2%

かつらぎ町 5,937,927 14.47% － － 19.47% － － 13.1% 13.8% 124.0% 131.0%

九度山町 2,159,484 15.00% － － 20.00% － － 15.9% 16.1% 95.6% 101.1%

高野町 2,059,471 15.00% － － 20.00% － － 9.9% 10.6% － －

湯浅町 3,427,542 15.00% － － 20.00% － － 11.2% 12.8% 151.5% 160.6%

広川町 2,547,512 15.00% － － 20.00% － － 7.0% 6.8% － －

有田川町 10,163,427 13.31% － － 18.31% － － 12.7% 13.5% 73.4% 66.3%

美浜町 2,267,689 15.00% － － 20.00% － － 9.3% 8.6% 34.4% 40.5%

日高町 2,474,365 15.00% － － 20.00% － － 10.0% 11.0% 29.2% 44.8%

由良町 2,406,816 15.00% － － 20.00% － － 11.4% 11.1% 125.1% 112.8%

印南町 3,212,024 15.00% － － 20.00% － － 9.0% 8.8% － －

みなべ町 5,561,387 14.66% － － 19.66% － － 16.2% 18.1% 91.1% 114.0%

日高川町 6,258,675 14.33% － － 19.33% － － 17.2% 17.9% 77.2% 98.1%

白浜町 7,077,231 14.02% － － 19.02% － － 8.7% 10.4% 77.2% 87.1%

上富田町 3,593,363 15.00% － － 20.00% － － 15.9% 18.3% 134.6% 139.3%

すさみ町 2,369,786 15.00% － － 20.00% － － 9.6% 11.1% － 6.5%

那智勝浦町 4,699,848 15.00% － － 20.00% － － 5.5% 7.1% 22.9% 34.0%

太地町 1,237,561 15.00% － － 20.00% － － 5.2% 5.6% － －

古座川町 2,110,400 15.00% － － 20.00% － － 8.0% 8.9% － －

北山村 676,133 15.00% － － 20.00% － － 5.5% 6.2% － －

串本町 5,916,520 14.48% － － 19.48% － － 8.7% 9.4% 84.2% 81.7%
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公立紀南病院組合の医療機器に係る病院事業債の償還が終了したため

公立紀南病院組合の医療機器に係る病院事業債及び上大中清掃施設組合のごみ処理施設建設に係る一般廃棄物処理事業債の償還が終了したため
実質公債費比率が１８％未満となった主な要因

実質公債費比率

２４決算

将来負担比率

２３決算

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「 － 」と表示しています。



平成2４年度決算 資金不足比率(確定値)

・県内市町村等が経営する全ての公営企業会計が、経営健全化基準未満となりました。
・平成23年度決算において資金の不足額が生じていた2会計は、不足額を解消しましたが、新たに3会計において

資金の不足額が発生しました。

※資金不足額が生じている企業のみ
単位：千円

市町村等名 事業名

和歌山市 宅地造成

海南市 病院

太地町 観光施設

※資金不足比率が２０．０％以上となると公営企業会計に係る「経営健全化計画」の策定が必要。

【参考】平成２４年度決算において資金不足額を解消した公営企業

市町村等名 事業名

日高川町 簡易水道

串本町 観光施設

8,910

土地造成事業特別会計 445,712

資金不足比率（A／Ｂ）

1,859,163 0.4%病院事業会計

国民宿舎事業会計 508 86,483 0.5%

簡易水道事業特別会計

国民宿舎事業会計

特別会計名

経営健全化基準事業の規模（Ｂ）

20.0%

特別会計名 資金不足額（A）

3.4%12,942,633

平成23年度

平成19年度

資金不足額発生年度 資金不足額が発生した主な要因

災害復旧事業に係る国庫補助金の交付が翌
年度となったことにより歳入欠陥となったため

宿泊客の減少により営業収益が減少したため

資金不足額を解消した主な方法

平成24年度において国庫補助金が交付
されたことにより解消

一般会計からの繰入により解消

資金不足額が発生した主な要因

地方債の償還金が多額に及ぶ状況が続
いているため

新病院への移転に伴う休診により医業
収益が減少したため

宿泊客の減少により営業収益が減少し
たため


